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Ⅰ はじめに（取組指針の趣旨） 

 

   近年、様々な犯罪等が後を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者やその家族・遺

族の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を

受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきました。さらに、犯罪等に

よる直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくあ

りませんでした。 

  こうした犯罪被害者等が直面している困難な状況を踏まえ、これを打開し、犯罪被害

者等の権利利益の保護を図ることを目的に、「犯罪被害者等基本法」（以下「基本法」

という。）が制定されました。国においては、基本法に基づき犯罪被害者等のための施

策を総合的かつ計画的に推進するため、令和３年度からの５か年を期間とする「第４次

犯罪被害者等基本計画」（以下「第４次基本計画」という。）が策定されています。 

  すべての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保

障される権利を有しています。犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう

に支援していくことは大変重要なことです。 

  本県でも、犯罪被害者等の支援に関し、基本法に定める基本理念等にのっとり、現在

の取組を踏まえ、県としての犯罪被害者等の支援を行う上で指針となる「第４次岡山県

犯罪被害者等の支援に関する取組指針」（以下「第４次取組指針」という。）を策定し、

犯罪被害者等が再び平穏な生活を一日も早く営むことができるよう、施策を総合的かつ

計画的に実施していきます。 

   

Ⅱ 第４次取組指針の性格、期間等 

   １ 第４次取組指針の性格 

    岡山県犯罪被害者等支援条例第８条の規定に基づき、犯罪被害者等の支援に関する 

基本方針や具体的施策を定めるものです。 

   ２ 第４次取組指針の期間 

    令和３年度から令和７年度までの５か年とします。 

   ３ 推進体制 

   (1)  関係機関・関係者との連携・協力 

       国、地方公共団体、民間の犯罪被害者団体・犯罪被害者支援団体、事業者団体

等と連携・協力しながら、犯罪被害者等の支援に関する施策を推進します。 

 

   (2) 庁内の実施体制 

       知事部局、教育庁、警察本部の関係部局を中心に、庁内部局が相互に連携を図

りながら施策を推進します。 
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   (3)  犯罪被害者等の意見の施策への適切な反映 

       民間の犯罪被害者団体・犯罪被害者支援団体等から意見を聴取する機会を設け、

適切に施策に反映させるよう努めます。 

 

Ⅲ 基本方針 

 

  基本法は、国及び地方公共団体が犯罪被害者等のための施策を策定・実施していく上

で基本となる３つの「基本理念」を掲げるとともに、国民の配慮と協力を責務として定

めています。 

  これらを踏まえ、第４次基本計画では、犯罪被害者等が直面している困難な状況を打

開し、権利利益の保護を図るという目的を達成するため、個々の施策の策定・実施や連

携に際し、施策の実施者が目指すべき方向・視点として、４つの基本方針を設定してい

ます。 

  本県においても、この４つを基本方針とし、犯罪被害者等の支援に関する施策を推進

します。 

 

  ［４つの基本方針］ 

 

 １ 犯罪被害者等の尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること。 

 ２ 犯罪被害者等の置かれている個々の事情に応じて適切に施策が行われること。 

 ３ 必要な支援等が途切れることなく行われること。 

 ４ 施策の策定・実施は、県民の総意を形成しながら適切に行われること。 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ⅳ 重点課題 

 

  第４次基本計画は、犯罪被害者等及びその支援に携わる者の具体的な要望を基に策定

され、広範囲・多岐にわたるそれらの要望を総覧し整理する中で、大局的な課題として

５つの重点課題を設定し、総合的かつ計画的に施策を実施することとされています。 

  本県においても、第４次基本計画を踏まえ、これらの重点課題に係る具体的施策を関

係部局と十分な連携を図りながら、総合的かつ計画的に実施します。 

   

［５つの重点課題］ 

 
 第１ 損害回復・経済的支援等への取組 

 第２ 精神的・身体的被害の回復・防止への取組 

 第３ 刑事手続への関与拡充への取組 

 第４ 支援等のための体制整備への取組 

 第５ 県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組 
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◇ 本県で取り組む具体的施策数                                                   〈施策番号〉 

  第１ 損害回復・経済的支援等への取組            ３２施策〈  1～ 32〉 

   第２ 精神的・身体的被害の回復・防止への取組         ６１施策〈 33～ 93〉 

   第３ 刑事手続への関与拡充への取組                   １１施策〈 94～104〉 

   第４ 支援等のための体制整備への取組               ６１施策〈105～165〉 

   第５ 県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組    ３１施策〈166～196〉 

                                     合計         １９６施策 

 

Ⅴ 犯罪被害者等の支援に関する具体的施策 

※〈 〉内の番号は施策番号を表示しています。  第１ 損害回復・経済的支援等への取組 

    犯罪被害者等が、犯罪等により受けた損害を回復し、経済的負担を軽減すること

ができるよう支援を行うことが必要です。 

基本法は、第１２条において「損害賠償の請求についての援助等」、第１３条に

おいて「給付金の支給に係る制度の充実等」、第１６条において「居住の安定」、

第１７条において「雇用の安定」に係る必要な施策を講ずることを求めています。 

    本県においても、損害回復・経済的支援等への取組を進めます。 

 

１ 損害賠償の請求についての援助等（基本法第１２条関係） 

 

(1) 日本司法支援センターとの連携 

犯罪被害者等の支援について、日本司法支援センターと十分な連携を図るとと

もに、日本司法支援センターの機能及び犯罪被害者等支援に関する具体的情報の

周知について協力します。[県民生活部]〈1〉〈再掲：98、129〉 

 

(2) 損害賠償請求制度に関する情報提供の充実 

ア 損害賠償命令制度、その他犯罪被害者等の保護・支援のための制度の概要を

紹介した「犯罪の被害にあわれたあなたへ」及び県警ウェブサイトについて、

一層の内容の充実を図るとともに、周知に努めます。[警察本部]〈2〉〈再掲

：140〉 

イ 性犯罪被害に伴う精神疾患についても、犯罪被害給付制度の対象となる

ことの周知も含め、各種支援施策の効果的な広報に努めます。[警察本部]

〈3〉 

 

(3) 保険金支払いの適正化等 

ア 交通事故相談所における交通事故被害者の損害賠償問題等に係る総合的な

相談活動により、交通事故被害者に対する損害賠償の適正化を図ります。[県

民生活部]〈4〉 

イ 公財)日弁連交通事故相談センターにおける弁護士による無料相談、示談斡
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旋等が受けられることについて、相談活動、広報活動を通して広く県民に周知

を図ります。[県民生活部]〈5〉 

ウ ひき逃げや無保険車等の事故被害者を救済する政府の保障事業について、相

談活動、広報活動を通して広く県民への周知に努めます。[県民生活部]〈6〉 

 

(4)  暴力団犯罪による被害の回復の支援 

         岡山県暴力追放運動推進センター、岡山弁護士会と連携し、暴力団犯罪に対す

る被害回復訴訟の支援を推進します。岡山県暴力追放運動推進センターによる、

暴力団犯罪の被害者に対する見舞金の支給等について適切な運用を図ります。

[警察本部]〈7〉  

 

２ 給付金の支給に係る制度の充実等（基本法第１３条関係） 

 

(1) 犯罪被害給付制度の迅速かつ的確な運用と広報活動の推進 

         犯罪発生時から詳細な事案内容の把握に努め、犯罪被害給付制度の迅速かつ的

確な運用を図ります。 

     「犯罪の被害にあわれたあなたへ」及び県警ウェブサイトに、犯罪被害給付制

度に関する説明を掲載するほか、広報推進期間（１１月１日から１２月１日まで）

において、ポスター・リーフレットなど各種広報媒体を活用して、犯罪被害給付

制度の広報を推進するとともに、仮給付制度の効果的な運用やこれらの制度の対

象となり得る犯罪被害者や遺族に対しては、犯罪被害給付制度に関して有する権

利や手続について十分な説明を行うよう努めます。[警察本部]〈8〉 

 

(2) 性犯罪被害者等の医療費の負担軽減 

ア  性犯罪被害者に係る初診料・診断書料・緊急避妊経費等を公費負担します。

また、性犯罪被害以外の身体犯被害についても、被害者の刑事手続における 

負担を軽減するため、犯罪被害に係る診断書料、死体検案書料、初診料の費用 

を公費負担します。[警察本部]〈9〉 

イ やむを得ない事情により県警に相談することができなかった性暴力被害者

に係る初診料・診断書料・緊急避妊経費等について、国の交付金を活用し、公

費支援制度の導入を進めます。[県民生活部]〈10〉〈再掲：51、112〉 

 

(3)  カウンセリング等心理療法の負担軽減 

ア 公認心理師・臨床心理士資格等を有する県警部内カウンセラーの確実か

つ十分な配置に努めます。また、カウンセリング費用の公費負担制度を適

切に運用し、犯罪被害者の精神的及び経済的負担の軽減に努めるとともに、

同制度の周知を図ります。［警察本部］〈11〉 

イ やむを得ない事情により県警に相談することができなかった性暴力被害

者に係る精神的なカウンセリング費用について、国の交付金を活用し、公

費支援制度の導入を進めます。[県民生活部]〈12〉〈再掲：52、113〉 
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(4)  解剖遺体の搬送費等に対する措置 

        解剖遺体の搬送費及び解剖後の遺体修復費について、公費負担します。[警察

本部]〈13〉 

 

(5)  県内市町村による見舞金制度等の導入促進 

県内市町村に対し、犯罪被害者等に対する見舞金等の支給制度の導入について

働きかけます。［県民生活部］〈14〉 

 

(6)  海外での犯罪被害者に対する経済的支援 

      関係機関と連携し、国外犯罪被害弔慰金等支給制度の適切な運用を図ります。

[警察本部] 〈15〉 

 

(7) 医療保険利用の利便性確保 

      医療機関を利用する際の利便性を確保するため、保険診療の実施を拒むような

医療機関等に対しては、国と連携して必要な指導を行います。[保健福祉部] 

〈16〉 

 

３ 居住の安定（基本法第１６条関係） 

 

(1)  公営住宅への優先入居等 

ア  優先入居の取扱い等の内容について、募集案内に記載するとともに、「犯罪

被害者支援ハンドブック」及び「犯罪の被害にあわれたあなたへ」に公営住宅

への優先入居制度について記載するなど、引き続き情報提供に努めます。[土

木部]〈17〉 

イ  公営住宅への入居に関して、他の都道府県、市町村も含む地方公共団体相互

間における緊密な連携に努めます。[土木部]〈18〉 

ウ  民間賃貸住宅への入居に関して、円滑な入居の促進を図るため、岡山県居住

支援協議会及び居住支援法人の制度を周知するとともに、犯罪被害者等への住

まいのマッチング・入居支援に係る相談窓口等の情報提供に努めます。[土木

部]〈19〉 

 

(2)  被害直後及び中期的な居住場所の確保 

ア 児童相談所、女性相談所において、被害者の個々の状況に応じ、適切な期間

一時保護を行うとともに、加害者等から逃れるため、県域を超えて一時保護・

施設入所がなされる広域的な対応を行うなど、適切な運用に努めます。[保健

福祉部]〈20〉〈再掲：72〉 

イ 虐待を受けた子どもと非行児童の一時保護所における混合処遇への環境改

善については、国の動向を踏まえ、各所における個別対応により処遇改善に努 

めます。[保健福祉部]〈21〉〈再掲：74〉 
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ウ 女性相談所の一時保護所入所者に対し、住宅確保の際に必要となる保証人の

確保を支援するなど、入所者に対する日常生活支援の充実に努めます。[保健

福祉部]〈22〉 

エ 女性相談所において、被害女性の安全の確保や心理的なカウンセリングが十

分に行われるよう、女性相談所の体制を整備し、緊急時（夜間・休日を含む。）

についても、適正かつ効果的な一時保護を実施するよう努めます。[保健福祉

部]〈23〉 

オ 女性や同伴児童の一時保護所における新たな施策については、国の動向等を

踏まえ対応します。[保健福祉部]〈24〉〈再掲：73〉 

カ 自宅が犯罪行為の現場となり自宅が破壊されるなど、居住が困難で、自ら居

住する場所が確保できない場合などについては、岡山県警察シェルター保護制

度による一時避難宿泊場所への保護や、ハウスクリーニングに要する経費の公

費負担を行います。[警察本部]〈25〉 

キ 犯罪被害者等の生活の立て直しを図るための居住場所の確保については、

「犯罪被害者支援ハンドブック」に県営住宅への優先入居制度について記載し

ており、引き続き情報提供に努めます。[県民生活部]〈26〉 

 

４ 雇用の安定（基本法第１７条関係） 

 

(1) 事業主等の理解の増進 

ア 母子家庭の母等に対して、岡山県ひとり親家庭支援センターにおいて、トラ

イアル雇用事業を紹介するなど、制度の普及啓発に努めます。[保健福祉部]

〈27〉 

イ 公正採用選考人権啓発推進員に対し、さまざまな人権問題に対する正しい理

解と認識を深める啓発を、引き続き実施します。[産業労働部]〈28〉 

ウ 県民・事業主等を対象とした「労働問題セミナー」等で犯罪被害者等の労働

管理を含んだテーマについて触れるよう努めます。[産業労働部]〈29〉 

 

(2)  個別労働紛争解決制度の活用等 

ア 岡山労働局の個別労働紛争解決制度、岡山県労働委員会の個別的労使紛争の

あっせん制度について、ウェブサイト等により周知を図ります。[産業労働部]

〈30〉 

イ 労働問題に関する相談に必要な助言を行うとともに、関係機関を紹介するな

ど、相談窓口の周知を図ります。[産業労働部]〈31〉 

 

(3) 被害回復のための休暇制度の周知等 

      犯罪等の被害に遭った労働者が被害を回復するための休暇制度の導入につい

て、国からの広報依頼等を踏まえて、周知・啓発に努めます。[産業労働部]〈32〉 
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 第２ 精神的・身体的被害の回復・防止への取組 

 

    犯罪被害者等が、犯罪等により直接的に心身に受けた被害から回復できるように

支援するのみならず、その負担を軽減し、二次的被害を受けることを防止すること

が必要です。また、犯罪被害者等は再び危害を加えられるのではないかという不安

を持つものであり、再被害を防止し、安全を確保することが必要です。 

    基本法は、第１４条において、心理的外傷その他心身に受けた影響から回復でき

るようにするための「保健医療サービス及び福祉サービスの提供」、第１５条にお

いて、再被害からの「安全の確保」、第１９条において、「保護、捜査、公判等の

過程における配慮等」に係る必要な施策を講ずることを求めています。 

    本県においても、精神的・身体的被害の回復・防止への取組を進めます。 

 

１ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供（基本法第１４条関係） 

 

(1) ｢ＰＴＳＤ対策に係る専門研修｣への参加による専門職の資質向上等 

         国が実施するＰＴＳＤ対策専門研修に、保健所、精神保健福祉センター等の専

門職を派遣し、職員の資質の向上を図るとともに、精神保健に関する相談支援を

行い、体制の充実に努めます。[保健福祉部]〈33〉 

 

(2)  医療現場における自立支援医療制度の周知徹底 

       ＰＴＳＤ治療（保険診療に限る。）が、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく自立支援医療（精神通院医療）の対象となるこ

とについて、周知、啓発を図るよう努めます。[保健福祉部]〈34〉 

 

(3) 地域格差のない迅速かつ適切な救急医療の提供 

      市町村、地域の医師会・医療機関との連携により、初期、二次、三次救急医療

体制の整備・充実を図るとともに、メディカルコントロール体制の充実強化に努

めます。[保健福祉部]〈35〉 

 

(4)  救急医療に連動した精神的ケアのための体制整備 

      救急医療に連動した、精神的ケアのための体制整備については、国の動向等を

踏まえ対応します。[保健福祉部]〈36〉 

 

(5) 高次脳機能障害者への支援の充実 

      高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業に取り組み、地方支援

拠点機関である医療機関等に、支援コーディネーターを配置して専門的な相談支

援を行うとともに、判断基準、訓練プログラム、支援プログラム等について、自

治体、医療、福祉関係者への研修を行います。また、地域支援ネットワークの充

実を図るとともに、高次脳機能障害者に対して、適切な支援が提供される体制の

整備に努めます。[保健福祉部]〈37〉 
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(6)  思春期精神保健の専門家の養成 

      国が実施する「思春期精神保健研修」に、保健所、精神保健福祉センター等の

専門職を派遣し、職員の資質の向上を図ります。[保健福祉部]〈38〉 

 

(7)  被害少年等の相談・治療のための専門家・医療施設等に関する情報の提供 

      国や警察と連携して、被害少年に対する相談・治療を行う、専門家、医療施設

等に関する情報の提供に努めます。[保健福祉部]〈39〉 

 

(8) 被害少年等のための治療等の専門家の養成、体制整備及び施設の増強に資する

施策の実施 

児童虐待が発生した場合の、子どもの安全を確保するための初期対応が、確実

・迅速に図られるよう、国の「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」に沿って、

児童福祉司や児童心理司等の専門職員を計画的に増員するとともに、市町村を支

援するための児童福祉司の配置も進めていきます。[保健福祉部]〈40〉 

 

(9) 里親制度の充実 

被虐待児の養育を担う専門里親の養成や里親からの養育相談対応などを行う

とともに、里親に係る委託調整補助員を児童相談所に配置し、里親制度の推進

と里親への支援を行います。[保健福祉部]〈41〉 

 

(10) 児童虐待に対する夜間・休日対応の充実等 

ア 児童相談所において24時間・365日体制で相談や一時保護を実施しており、

今後も、夜間休日を問わず、いつでも相談に応じられる体制を継続します。 

[保健福祉部]〈42〉 

イ 一時保護機能強化事業や児童相談所24時間・365日体制強化事業などを継続

して実施するとともに、医学的判断・治療が必要となるケースに迅速かつ適切

に対応するための協力病院の確保に努めます。[保健福祉部]〈43〉 

 

(11) 被害少年等の保護に関する学校及び児童相談所等の連携の充実 

学校や市町村教育委員会に対して、児童相談所等の関係機関との連携充実につ

いて、引き続き周知徹底を図るとともに、必要な指導助言を行います。 

また、児童相談所にあっては、市町村が設置する「要保護児童対策地域協議会」

に、学校、医療機関、警察等の関係機関とともに参加し、地域における要保護児

童の早期発見や適切な保護に努めます。[教育庁、保健福祉部]〈44〉 

 

(12) 被害少年等に対する学校におけるカウンセリング体制の充実等 

ア 県内の小・中学校へのスクールカウンセラーの配置や、スクールソーシャル

ワーカーの派遣により、犯罪被害者等である少年を含む児童生徒及び保護者の

心の問題の解決に向けて、学校におけるカウンセリング体制の充実に努めま

す。また、県立高等学校への臨床心理士等専門家の派遣を行います。 
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 さらに、性犯罪被害者である児童生徒及びその保護者の相談等に対し、学級

担任、生徒指導担当教員、養護教諭、スクールカウンセラー等が連携し、チー

ムとして一体的に適切な対応ができるよう、学校内の教育相談体制の充実を図

るとともに、関係機関との積極的な連携に努めます。併せて、24時間子供ＳＯ

Ｓダイヤルや民間の犯罪被害者支援団体について、教育委員会等を通じて児童

生徒や保護者に周知を図るよう努めます。[教育庁]〈45〉 

イ 各学校でスクールカウンセラー等を活用した、校内研修会を開催するととも

に、県教育委員会主催の教職員研修等において、被害にあっている児童生徒の

支援について協議するなど、教職員等への研修の促進に努めます。[教育庁]

〈46〉 

 

(13) 被害少年等に対する立直り支援等の推進 

少年補導員等による被害少年等に対する相談対応や臨床心理士によるカウン

セリング等の支援を継続的に実施します。また、岡山少年サポートセンター、倉

敷少年サポートセンター及び津山少年サポートセンターに開設している「さぽせ

んルーム」の活用により、少年等の立直り支援を推進します。[警察本部]〈47〉 

 

(14) 性犯罪被害者に対するカウンセリングの充実 

性犯罪被害者の精神的被害回復に資するため、公認心理師・臨床心理士資格

等を有する県警部内カウンセラーや委嘱したカウンセリングアドバイザーの活

用のほか、カウンセリング費用の公費負担制度の効果的な運用を図ります。[警

察本部]〈48〉 

 

(15) 性犯罪被害者に対する緊急避妊に関する情報提供 

緊急避妊を必要とする者が緊急避妊の方法等に関する情報を得られるよう、相

談機関等への必要な情報提供を行います。[保健福祉部]〈49〉 

 

(16) 性犯罪被害者の負担の軽減及び二次的被害を防止するための施策の推進 

ア 性犯罪被害者の負担を軽減するため、産婦人科医と連携して性犯罪被害者に

対して、県警が行う緊急避妊経費等の公費負担やカウンセリングアドバイザー

制度、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター（被害直後か

らの医療的支援、法的支援、相談を通じた心理的支援など等を総合的に行うた

めに県に設置された組織。以下「ワンストップ支援センター」という。）等に

ついて情報提供するなど、性犯罪被害者の精神的・経済的負担の軽減を図ると

ともに、二次的被害の防止に努めます。[警察本部]〈50〉 

イ やむを得ない事情により県警に相談することができなかった性暴力被害者

に係る初診料・診断書料・緊急避妊経費等について、国の交付金を活用し、公

費支援制度の導入を進めます。[県民生活部]〈51〉〈再掲：10、112〉 

ウ やむを得ない事情により県警に相談することができなかった性暴力被害者

に係る精神的なカウンセリング費用について、国の交付金を活用し、公費支援
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制度の導入を進めます。[県民生活部]〈52〉〈再掲：12、113〉 

 

(17) ワンストップ支援センターの体制強化等 

ア 国が夜間休日に対応できるコールセンターを設置することを踏まえ、ワ

ンストップ支援センターで緊急的な対応がとれるよう体制の整備に取り組

みます。また、関係機関と連携調整を図りながら、被害者ニーズに応じた

支援を行うため、ワンストップ支援センターにおけるコーディネート機能

の強化を図ります。[県民生活部]〈53〉〈再掲：111、159〉 

イ 性犯罪・性暴力被害者がワンストップ支援センターに速やかにつながる

ことができるよう、相談窓口や全国共通短縮番号「＃８８９１（はやくワ

ンストップ）」の周知を図るほか、ＳＮＳの活用を含め、中学生・高校生

に対して、ワンストップ支援センターの広報啓発などに取り組みます。[県

民生活部]〈54〉〈再掲：143、160、180、188〉 

ウ 切れ目のない手厚い性犯罪等被害者支援を確立するため、産婦人科を中

心とする医療機関や女性相談所・児童相談所など、地域の関係機関が連携

した支援体制の整備を図ります。[県民生活部]〈55〉〈再掲：109、137、 

164〉 

エ 障害者や男性等を含む様々な被害者が相談・支援につながることができ

るよう、国の動向を踏まえ、関係機関と連携を図りながら、ワンストップ

支援センターの存在や全国共通短縮番号「＃８８９１（はやくワンストッ

プ）」を周知します。[県民生活部]〈56〉〈再掲：114〉 

 

(18) 犯罪被害者等に対する医療機関に関する情報の提供 

      犯罪被害者等が、医療に関する情報を十分に得られ、適切な医療を選択できる

よう支援するため、医療機関に関する情報を集約し、県民に提供します。[保健

福祉部]〈57〉 

 

(19) 性犯罪被害者に対する医療機関に関する情報の提供 

性犯罪被害者が、医療に関する情報を十分に得られ、適切な医療を選択でき

るよう支援するため、医療機関に関する情報を集約し、県民に提供します。[保

健福祉部]〈58〉〈再掲：144〉 

 

(20) 犯罪被害者等の受診情報等の適正な取扱い 

医療機関等に対しては、個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインや、

診療情報の提供等に関する指針について、関係団体を通じて周知するなど、適

切に対応します。 

また、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険者に対しては、個人情報

の適正な取扱いについて、関連する国のガイドラインや各市町村の個人情報保

護条例等に基づき、適正に対応するよう依頼するなど、適切に対応します。 

さらに、医療安全支援センターにおいて、 個人情報の取扱いを含めた医療に
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関する苦情・相談のあった医療機関の管理者に対し、必要に応じて助言を行い

ます。[保健福祉部]〈59〉 

 

(21) 犯罪被害者に係る司法関連の医学知識と技術について精通した医療関係者の 

在り方及びその養成のための施策の実施 

      犯罪の実情及び犯罪被害者に係る司法関連の医学知識と技術について精通し、

犯罪被害者の置かれた状況を踏まえた支援、捜査・裁判を見通したケア、検査、

診断書の作成等を行うことのできる医療関係者の在り方及びその養成のための

施策については、国の動向等を踏まえ適切に対応します。[保健福祉部]〈60〉 

 

(22) 職員等に対する研修の充実等 

ア 民生委員・児童委員を対象とした研修を通じて、資質向上に努めます。[保

健福祉部]〈61〉 

イ 児童相談所、女性相談所等の職員を対象とした専門研修の実施や、市町

村職員に対する研修を実施し、資質向上に努めます。[保健福祉部]〈62〉 

ウ 犯罪被害者等の治療、保護等を行う施設の職員の対応の改善について、国の

動向等を踏まえ対応するとともに、国において実施している「ＰＴＳＤ対策専

門研修」・「思春期精神保健研修」や、国立精神・神経医療研究センター精神

保健研究所において実施している「犯罪被害者メンタルケア研修」等について、

精神科診療所等関係機関への周知に努めます。[保健福祉部]〈63〉 

エ 看護職員の養成については、国における「看護基礎教育の内容と方法に

関する検討会」において、保健師及び助産師の基礎教育の卒業時の到達目

標として、性犯罪等の予防と被害相談者への対応、支援についての項目が

設定されており、これらを踏まえて対応します。[保健福祉部]〈64〉 

 

２ 安全の確保（基本法第１５条関係） 

 

(1)  再被害防止措置の推進 

ア 13歳未満の子どもを被害者とした、強制わいせつ等の暴力的性犯罪で服

役して出所した者の再犯防止を図るため、法務省からそれらの者の出所情

報の提供を受け、定期的な所在確認を実施し、必要に応じて当該出所者の

同意を得て面談を行うほか、関係機関・団体との連携に努めます。[警察本

部]〈65〉 

イ 同じ加害者により再び危害を加えられるおそれのある犯罪被害者等を「再被

害防止対象者」に指定するとともに、加害者を収容している刑事施設等と連携

を図り、防犯指導・警戒等の的確な再犯防止措置を講じます。また、再被害防

止への配慮が必要とされる場合には、関係機関と連携し、犯罪被害者等の個人

情報に配慮した上で、事案に応じた柔軟な対応に努めます。[警察本部]〈66〉 
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(2)  保護対策の推進 

暴力団等による危害を未然に防止するため、暴力団等から危害を受けるおそれ

のある者を保護対象者として指定し、その者が危害を受けるおそれの程度に応

じ、その危害を防止するための必要な措置を講じるなど、警察組織の総合力を発

揮した保護対策を推進します。[警察本部]〈67〉 

 

(3)  再被害防止に向けた関係機関の連携の充実 

犯罪被害者の安全を確保する施策を推進する上で、女性相談所、児童相談所、

シェルターを運用する民間の犯罪被害者支援団体等と連携します。 

また、国における対応を踏まえ「暴力被害者保護支援ネットワーク」や「要保

護児童対策地域協議会」において、関係機関との連携を一層充実します。[保健

福祉部、警察本部]〈68〉 

 

(4) 犯罪被害者等に関する個人情報の保護 

ア 住民基本台帳法の一部改正（平成18年11月1日施行）により、住民基本台帳

の閲覧について、何人でも請求できるこれまでの制度が廃止され、個人情報保

護に十分留意した新たな制度として再構築されており、引き続き、制度の適正

な運用について、市町村への助言や情報提供に努めます。また、「ドメスティ

ック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の

被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置」、及び「ドメステ

ィック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者に係る選挙人名簿の抄本

の閲覧に関する取扱いの周知徹底」についても、引き続き、適正な運用につい

て、市町村への助言や情報提供に努めます。[県民生活部]〈69〉 

イ 被害者の実名発表、匿名発表については、犯罪被害者のプライバシーの保護、

実名発表することの公益性等の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件

ごとに適切な報道発表内容となるよう配慮します。[警察本部]〈70〉〈再掲：

192〉 

ウ 犯罪被害者の診断書作成時における個人情報については、医師会等と連携の

上、適切な保護を行うよう配慮します。[警察本部]〈71〉 

 

(5)  一時保護所の環境改善等 

ア 児童相談所、女性相談所において、被害者の個々の状況に応じ、適切な期間

一時保護を行うとともに、加害者等から逃れるため、県域を超えて一時保護・

施設入所がなされる広域的な対応を行うなど、適切な運用に努めます。[保健

福祉部]〈72〉〈再掲：20〉 

イ 子どもや女性の一時保護所における、新たな有効施策については、国の動向

等を踏まえ対応します。[保健福祉部]〈73〉〈再掲：24〉 

ウ 虐待を受けた子どもと非行児童の一時保護所における混合処遇への環境改

善については、国の動向を踏まえ、各所における個別対応により処遇改善に努

めます。[保健福祉部]〈74〉〈再掲：21〉 
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(6)  児童虐待の防止、早期発見・早期対応のための体制整備等 

ア 警察において、児童虐待の早期発見等に資する教育訓練を徹底し、職員の児

童虐待に関する知識・技能の向上に努めるとともに、児童相談所等と緊密に連

携し、情報共有や合同訓練等を通じて、児童虐待への対応力の強化を図ります。

［警察本部］〈75〉 

イ 学校等における児童虐待防止に向けた取組の推進について、市町村教育委員

会及び県立学校等に通知するとともに、幼児児童生徒の状況の把握や児童虐待

防止に向けて、引き続き適切な対応に努めます。[教育庁]〈76〉 

ウ 教職員や市町村人権教育担当者、ＰＴＡ指導者を対象とした各研修会におい

て、継続的に児童虐待防止対策を取り上げ、児童虐待の現状や発見時の教職員

による児童相談所等への通告義務の周知徹底等について説明するなど、児童虐

待の早期発見・早期対応のための体制の整備に努めます。[教育庁]〈77〉 

エ 「子育てサポーター」に対する相互連携の促進や、情報交換の機会の提供な

どにより広域的に活動する「子育てサポーターリーダー」を養成する講座を実

施しており、児童虐待の現状や防止に関するテーマについても取り入れます。

また、「すこやか育児テレホン」により、子育てに悩みを持つ親の相談に対応

します。[教育庁]〈78〉 

オ 女性相談所と児童相談所はより一層連携を密にし、ＤＶ被害者に同伴する子

どもにとって必要な支援を行っていきます。 

  一時保護所においては、必要に応じて児童相談所と連携しながら、個別的な

心理療法やカウンセリング、適切な学習機会を提供するよう努めます。［保健

福祉部］〈79〉 

 

(7)  児童虐待防止のために行う子どもの死亡事例等の検証の実施 

県が設置する「岡山県社会福祉審議会児童福祉専門分科会事例検証部会」にお

いて、児童虐待による死亡事例等の検証を行います。[保健福祉部]〈80〉 

 

(8) 再被害の防止に資する教育の実施等 

「岡山県学校警察連絡協議会」を開催し、学校と警察の連携の充実を図るほか、

行動連携をテーマに講演や研究協議を行うことにより、各地域で警察や児童相談 

所、保護司や民生委員等との連携体制を構築した上で、加害少年の立ち直りを支 

援する指導を含め、様々な児童生徒の問題行動等に対する適切な対応を行うよ

う、生徒指導担当教員等へ周知徹底を図ります。 

また、児童相談所にあっては、市町村が設置する「要保護児童対策地域協議会」

に、学校、医療機関、警察等の関係機関とともに参加し、地域における要保護児

童の早期発見や適切な保護に努めます。[教育庁、保健福祉部]〈81〉 

     

(9) 再被害の防止に資する適切な加害者処遇 

   ストーカー事案や暴力的事案等により刑事施設に収容され仮釈放になった者

及び保護観察付執行猶予となった者については、保護観察所と警察が緊密かつ継
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続的に連携を取り、情報共有を図ることによって、当該対象者の特異動向等を双

方で迅速に把握し、必要な措置を講じます。[警察本部]〈82〉 

 

(10) 配偶者等からの暴力被害者等の安全確保の強化 

         配偶者からの暴力事案等に一元的に対応するための体制により、迅速かつ的確

な対応の徹底を図ります。また、被害者に対し事案の危険性や警察の執り得る措

置等を分かりやすく説明する「被害者の意思決定支援手続」や事案の危険性等を

判定する「危険性判断チェック票」を導入するなど、被害者の安全の確保を最優

先に対応します。また、配偶者からの暴力事案、ストーカー事案の被害者等のシ

ェルター保護や関係機関・団体との連携により、被害者等の安全確保に努めます。

[警察本部]〈83〉 

 

(11) 被害直後の保護及び再被害の危機回避のための機器・施設の整備・活用 

         身体的被害を受ける危険性が高い被害者等について、シェルター保護制度を運 

用し、その安全確保を図るほか、緊急機能のついた被害者等対策端末を貸し出す 

など、被害直後の保護及び再被害の危機回避のための機器の整備・活用に努めま 

す。[警察本部]〈84〉 

 

(12) 学校警察連携制度等の活用、関係機関等との連携 

      必要に応じて、学校警察連携制度に基づいた相互連絡を行い、警察と学校等関

係機関が連携した再被害防止の対応に努めるとともに、県や市町村が設置する

「要保護児童対策地域協議会」等の組織と連携を図ります。また、「岡山県学校

警察連絡協議会」を開催し、学校と警察の連携の充実を図るほか、相互に連携し

て一体的な対応を行うことをテーマに講演や研究協議を行い、各地域で警察や児

童相談所、保護司や民生委員等との連携体制を構築した上で、再被害の防止を含

む様々な児童生徒の問題行動等に対し、適切な指導を行うよう、生徒指導担当教

員等へ周知徹底を図ります。[教育庁、警察本部]〈85〉 

 

(13) 児童虐待や配偶者等からの暴力（ＤＶ）の早期発見のための医療施設における 

取組の促進 

      県や市町村が設置する「要保護児童対策地域協議会」により、医療機関など関

係機関との連携を図り、産婦人科医や小児科医等の専門職及び地域の子育て支援

関係者の協力を得た児童虐待防止事業に取り組むとともに、国の動向等を踏まえ

対応します。 

      また、医師会や看護協会と協力し、「医療関係者向けＤＶ被害者対応ガイドラ

イン」及び配偶者暴力相談支援センターを記載した相談カードを作成・配布し、

医療機関におけるＤＶ被害者の早期発見に努めるとともに、病院協会等と連携

し、手引を活用した医療関係者向け研修会を開催し、ＤＶ被害者への理解の促進

に努めます。[県民生活部、保健福祉部]〈86〉 
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３ 保護、捜査、公判等の過程における配慮等（基本法第１９条関係） 

 

(1)  職員等に対する研修の充実等 

ア 各警察署の被害者支援係員等に対する研修会、指定被害者支援員を中心とし

た専門研修、警察庁主管のカウンセリングや被害者支援に関する専門研修の受

講、採用時及び上位の階級又は職に昇任した際の研修等の実施、被害者・遺族、

民間の犯罪被害者支援団体職員等を招請して行う講演会等を通して、職員の犯

罪被害者等への適切な対応を確実にするための教育・研修等の充実を図りま

す。[警察本部]〈87〉 

イ 警察において、配偶者等からの暴力（ＤＶ）事案に的確に対処することがで

きるよう、担当者に対して必要な教育を行うとともに、被害児童支援担当者等

について、被害児童支援の知識及び被害児童の心情に配意した聴取技能の向上

に努めます。[警察本部]〈88〉 

ウ 性犯罪被害者の心情に配意した捜査及び被害者支援を推進するため、性犯罪

捜査や被害者支援に従事する警察官を対象に、男性やＬＧＢＴの方が被害を受

けた場合の対応を含めて、警察学校等での研修を実施します。[警察本部] 

〈89〉 

エ 障害者の特性を踏まえた捜査や被害者支援を推進するため、捜査や被害

者支援に従事する警察官等を対象に、専門的知見を有する講師等を招いて

講義を行うなど、警察学校等での研修の実施に努めます。[警察本部] 〈90〉 

 

(2)  性犯罪被害者を支援する女性警察官等の配置等 

警察本部及び警察署の女性警察官を性犯罪捜査員に指定し、性犯罪指定捜査員

研修会等を開催して、実務能力の向上を図るとともに、事情聴取室の活用、民間

の犯罪被害者支援団体、産婦人科医会、ワンストップ支援センター等との連携に

努めます。[警察本部]〈91〉 

 

(3)  被害児童からの事情聴取における配慮 

検察庁、警察、児童相談所等の関係機関が被害児童の事情聴取に先立って協議

を行い、関係機関の代表者が聴取を行う取組を実施するほか、被害児童から事情

聴取をするに当たり、聴取の場所・回数・方法等に配慮するなど、被害児童へ配

慮した取組を進めます。[警察本部]〈92〉 

 

(4)  犯罪被害者のための施設の整備・活用 

警察署等に整備している事情聴取室等の活用を図るほか、必要に応じ、施設の

改善に努めます。[警察本部]〈93〉 
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 第３ 刑事手続への関与拡充への取組 

 

犯罪被害者等が、その被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができ 

るようにすることが必要です。 

基本法は、第１８条において「刑事に関する手続への参加の機会を拡充するため 

の制度の整備等」に係る必要な施策を講ずることを求めています。 

    本県においても、刑事手続への関与拡充への取組を進めます。 

 

１ 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等 

（基本法第１８条関係） 

 

(1)  迅速・確実な被害の届出の受理 

被害の届出に対しては、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くもので

ある場合を除き、迅速・確実に受理するよう努めます。[警察本部]〈94〉 

 

(2) 告訴に対する適切な対応 

警察において、犯罪の不成立が明白であるような告訴や根拠が必ずしも十分と

は認められないような告訴については、可能な限り迅速な対応が行われるように

努めます。[警察本部]〈95〉 

 

(3)  医療機関における性犯罪被害者からの証拠採取等の促進 

ア 当初は警察への届出を躊躇した性犯罪被害者が、後日警察への届出意思を有

するに至った場合に備え、医療機関等において被害者の身体等から証拠資料を

採取しておくため、協力の得られた医療機関等に性犯罪証拠採取キットを整備

する取組を進めます。また、証拠資料の保管に当たっては、被害者のプライバ

シーの保護に配慮する措置を講じます。[警察本部]〈96〉 

イ 性犯罪被害者からの証拠採取の方法を産婦人科医会等とのネットワークを

活用するなどして医師等に教示するとともに、捜査に支障のない範囲におい

て、医療機関で採取した資料の鑑定状況についての情報提供に努めます。[警

察本部]〈97〉 

 

(4)  日本司法支援センターとの連携 

犯罪被害者等の支援について、日本司法支援センターと十分な連携を図るとと

もに、日本司法支援センターの機能及び犯罪被害者等支援に関する具体的情報の

周知について協力します。[県民生活部]〈98〉〈再掲：1、129〉 

 

(5)  刑事の手続等に関する情報提供の充実 

ア 刑事に関する手続及び少年保護事件の手続並びに犯罪被害者等のための制

度等を分かりやすく解説した「犯罪の被害にあわれたあなたへ」等の内容を

充実し、事件発生後の早い段階で被害者等への配布に努めます。[警察本部]

－16－



  

17 

〈99〉〈再掲：141〉 

イ 外国人犯罪被害者等に対し、外国語版の「犯罪の被害にあわれたあなた

へ」の活用、関係機関との連携等による情報提供に努めます。[警察本部]

〈100〉〈再掲：139〉 

      

(6)  犯罪被害者遺族に対する情報提供の充実 

検視（死体見分）及び解剖に対する遺族の理解を得るため、その必要性等を説

明したパンフレットを作成、配布します。[警察本部]〈101〉 

 

(7)  犯罪被害者等の意向を踏まえた証拠物件の適正な返却又は処分の推進 

警察において、証拠物件が滅失、毀損、変質、変形、混合又は散逸することの

ないよう注意し、その証拠価値の保全に努めるとともに、検察庁と連携し、捜査

上、 留置の必要がなくなった証拠物件については、当該物件の還付の方法につ

いて犯罪被害者等と協議し、その意向を踏まえた上で返却又は処分するよう努め

ます。[警察本部]〈102〉 

 

(8)  捜査に関する適切な情報提供 

捜査への支障等を勘案しつつ、「被害者連絡制度」等を活用し、犯罪被害者等

の要望に応じ、捜査状況等の情報を提供するよう努めます。また、必要に応じ、

民間の犯罪被害者支援団体等との連携を図ります。[警察本部]〈103〉 

 

(9)  交通事故捜査の体制強化等 

重大・悪質な交通事故等については、交通特別捜査室長及び交通事故鑑識官に

より客観的証拠の収集等に関して的確な捜査指揮を行い、適正かつ緻密な交通事

故事件捜査を推進するとともに、交通事故捜査員に対する各種研修の充実に努め

ます。[警察本部]〈104〉 

  第４ 支援等のための体制整備への取組 

 

    犯罪被害者等は、犯罪等により受けた被害を回復し、軽減し、再び平穏な生活を

営むことができるようになるために、様々な困難に立ち向かっていかなければなり

ません。しかし、犯罪等により受けた精神的・身体的被害により、本来有している 

能力が阻害され、他者の支援を必要としています。 

    犯罪被害者等が必要とする支援は、具体的な被害の状況・原因、犯罪被害者等が

置かれている状況等によって極めて多岐にわたりますが、そうした支援を、誰でも

必要なときに必要な場所で受けられるようにするためには、支援のための十分な体

制整備が必要です。 

    基本法は、第１１条において「相談及び情報の提供等」、第２１条において「調

査研究の推進等」、第２２条において「民間の団体に対する援助」に係る必要な施

策を講ずることを求めています。 

－17－



  

18 

    本県においても、支援等のための体制整備への取組を進めます。 

 

１ 相談及び情報の提供等（基本法第１１条関係） 

 

(1)  総合的対応窓口の周知等 

県の総合的対応窓口において、犯罪被害者等の支援に関する情報について、ウ

ェブサイト等を活用した広報の充実に努めるとともに、県内各市町村に設置され

ている総合的な対応窓口等や相談機関等を周知するなど、情報提供に努めます。

[県民生活部]〈105〉 

 

(2) 総合的対応窓口等の充実の促進 

ア 犯罪被害者等の支援に関する情報提供を効果的に行うとともに、二次被

害の防止を図るため、市町村を含め、窓口担当職員等を対象とした臨床心

理士等の専門職による研修会の実施に努めます。[県民生活部]〈106〉〈再

掲：110、152〉 

イ 各関係機関・団体等においても、必要な情報提供・支援等を受けること

ができるよう、「犯罪被害者支援ハンドブック」の活用に努めます。[県民

生活部]〈107〉 

ウ 市町村に対し、警察庁から送られてくる「犯罪被害者等施策情報メール

マガジン」の送付等により、先進的事例等の情報提供を行います。[県民生

活部]〈108〉 

 

(3)  関係機関・団体との連携 

     切れ目のない手厚い性犯罪等被害者支援を確立するため、産婦人科を中心

とする医療機関や女性相談所・児童相談所など、地域の関係機関が連携した

支援体制の整備を図ります。[県民生活部]〈109〉〈再掲：55、137、164〉 

 

(4) 犯罪被害者等施策に携わる地方公共団体職員等の育成、意識の向上 

      犯罪被害者等の支援に関する情報提供を効果的に行うとともに、二次被害

の防止を図るため、市町村を含め、窓口担当職員等を対象とした臨床心理士

等の専門職による研修会の実施に努めます。[県民生活部]〈110〉〈再掲： 

106、152〉 

 

(5) ワンストップ支援センターの体制強化等 

ア 国が夜間休日に対応できるコールセンターを設置することを踏まえ、ワ

ンストップ支援センターで緊急的な対応がとれるよう体制の整備に取り組

みます。また、関係機関と連携調整を図りながら、被害者ニーズに応じた

支援を行うため、ワンストップ支援センターにおけるコーディネート機能

の強化を図ります。[県民生活部]〈111〉〈再掲：53、159〉 
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イ やむを得ない事情により県警に相談することができなかった性暴力被害者

に係る初診料・診断書料・緊急避妊経費等について、国の交付金を活用し、公

費支援制度の導入を進めます。[県民生活部]〈112〉〈再掲：10、51〉 

ウ やむを得ない事情により県警に相談することができなかった性暴力被害

者に係る精神的なカウンセリング費用について、国の交付金を活用し、公

費支援制度の導入を進めます。[県民生活部]〈113〉〈再掲：12、52〉 

エ 障害者や男性等を含む様々な被害者が相談・支援につながることができ

るよう、国の動向を踏まえ、関係機関と連携を図りながら、ワンストップ

支援センターの存在や全国共通短縮番号「＃８８９１（はやくワンストッ

プ）」を周知します。[県民生活部]〈114〉〈再掲：56〉 

 

(6) 性犯罪被害に遭った児童生徒への対応の充実 

性犯罪の被害に遭った児童生徒及びその保護者の相談等に対し、学級担任、

生徒指導担当教員、養護教諭、スクールカウンセラー等が連携し、適切な対

応ができるよう、学校内の教育相談体制の充実を図るとともに、関係機関と

の積極的な連携を促進する。併せて、24時間子供ＳＯＳダイヤル等の相談機

関について、児童生徒や保護者への周知を図ります。[教育庁]〈115〉 

 

(7) 配偶者からの暴力等被害者に対する支援の充実 

    県や、市町村の配偶者暴力相談支援センター、相談窓口、関係機関が連携

を図りながら、被害者一人ひとりのニーズに応じた支援を行えるよう取り組

みます。[県民生活部、保健福祉部]〈116〉 

 

(8)  コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援員の養成への支援 

民間の犯罪被害者支援団体に対し、研修内容に関する助言や講師派遣等の

協力を行うとともに、犯罪被害者等が必要とする支援についての相談や情報

提供、適切な機関・団体への橋渡しなど、犯罪被害者等に対する支援全般を

管理するコーディネーターとしての役割を果たす民間支援員の育成を支援す

るため、「おかやま被害者支援ネットワーク」等において、具体的事例を想

定した実践的なシミュレーション訓練の実施に努めます。[警察本部]〈117〉

〈再掲：156〉 

 

(9) 関係機関・団体が行う支援に関する情報提供 

「犯罪の被害にあわれたあなたへ」や「犯罪被害者支援ハンドブック」にお

いて、裁判所や検察庁、日本司法支援センター、弁護士会、民間の犯罪被害

者支援団体等の関係機関・団体の犯罪被害者等支援のための制度等について

紹介します。[県民生活部・警察本部]〈118〉 

 

(10) おかやま被害者支援ネットワーク等における連携の推進 

「おかやま被害者支援ネットワーク」や警察署単位の被害者支援連絡協議
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会において、死傷者が多数に及ぶ事案を想定事例とした実践的なシミュレー

ション訓練等を通じ、生活再建、医療、裁判等多岐にわたる分野について、

加盟機関・団体間の連携の充実に努めます。[警察本部]〈119〉 

 

(11) 被害相談電話の適切な運用等 

ア 各種の被害相談電話（おかやま被害者支援ネットワーク相談電話、警察

総合相談電話、性犯罪被害相談電話、暴力団関係１１０番など）により相

談に応じるとともに、被害者等のニーズに基づく必要な情報提供や「おか

やま被害者支援ネットワーク」、警察署単位の被害者支援連絡協議会の活

用に配慮します。また、被害者本人からの申告が期待しにくく潜在化しや

すい犯罪を早期に認知して検挙に結び付けるため、暴力団が関与する犯罪、

少年福祉犯罪、児童虐待事案、人身取引事犯等に関する通報を匿名で受け

付け、有効な通報を行った者に対して情報料を支払う「匿名通報ダイヤル」

の適切な運用に努めます。このほか、交通事故被害者等からの相談に応じ、

保険請求や損害賠償命令制度の概要の説明や各種相談窓口の紹介等を実施

するとともに、死亡事故等の一定の交通事故事件の被害者等から、当該交

通事故等の加害者に対する意見の聴取等の期日等や行政処分の結果につい

ての問合せがあった場合に、必要な情報を提供するなど、適切な対応に努

めます。[警察本部]〈120〉 

イ 性犯罪被害相談については、相談者の希望する性別の職員が対応し、ま

た、執務時間外においては当直等が対応した上で後に担当者に引き継ぐな

ど、適切な運用に努めます。[警察本部]〈121〉 

 

(12) 被害少年等の心情に配意した相談対応 

     少年サポートセンターをはじめ、「ヤングテレホン・いじめ１１０番」、 

「ヤングメール」や面接相談等により少年からの各種相談を受理し、少年の

心情を汲み取りながら対応するとともに、相談窓口について効果的な周知広

報を行います。[警察本部]〈122〉 

 

(13) 指定被害者支援要員制度の活用 

事件発生に伴い、犯罪被害者等に付き添い、関係機関の紹介等を行う指定

被害者支援員を積極的に活用するとともに、警察署に対する巡回教養や各種

研修会の開催等により、教養の充実に努めます。[警察本部]〈123〉 

 

(14) 交通事故相談活動の促進 

国の主催する各種研修会議や実務必携を活用するなど、相談員の資質と相

談能力の向上に努めます。[県民生活部]〈124〉 

 

(15) 女性相談所等職員に対する研修の促進 

女性相談所等の職員を対象とした専門研修の実施や市町村職員に対する研
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修を実施し、資質向上に努めます。[保健福祉部]〈125〉 

 

(16) ストーカー事案へ外部からの照会等の対応 

女性相談所及び一時保護所において、利用者に関する外部からの照会等の

対応については特に配慮し、利用者の安全確保に努めます。[保健福祉部] 

〈126〉 

 

(17) ストーカー事案への適切な対応 

    ストーカー事案担当者の研修を充実し、ストーカー規制法等の適切な運用

を図るとともに、被害者等の安全確保を最優先とした、組織による迅速・的

確な対応に努めます。[警察本部]〈127〉 

 

(18) 犯罪被害者等を含む人権問題に関する相談窓口の周知等 

   犯罪被害者等を含む各種の人権問題に関する相談窓口を掲載したチラシを

作成し、県の機関や市町村等に備え置くとともに、人権啓発イベント等で配

布するなど、相談窓口の周知に努めます。また、相談機関職員の資質向上の

ため、相談機関の合同研修を実施します。[県民生活部]〈128〉 

 

(19) 日本司法支援センターとの連携 

犯罪被害者等の支援について、日本司法支援センターと十分な連携を図る

とともに、日本司法支援センターの機能及び犯罪被害者等支援に関する具体

的情報の周知について協力します。[県民生活部]〈129〉〈再掲：1、98〉 

 

(20) 学校内における連携、相談体制の充実等 

学校へのスクールカウンセラーの配置やスクールソーシャルワーカーの派

遣を行うなど、相談体制の充実に努めるとともに、学校内における学級担任、

生徒指導担当教員、教育相談担当教員、保健主事、養護教諭、スクールカウ

ンセラー等の連携促進を図ってまいります。 

また、学校の教職員が犯罪被害者等である児童生徒等の相談等に的確な対

応ができるよう、スクールカウンセラー等を活用した校内研修会の開催など

を通じて、教職員の指導力向上等に努めるほか、県養護教諭研修会等におい

て、研修の充実を図り、県内の養護教諭の資質の向上に努めます。 [教育庁]

〈130〉〈再掲：154〉  

 

(21) 教育委員会と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化 

「おかやま被害者支援ネットワーク」による関係機関との連携を図ります。

また、学校と関係機関の行動連携の充実について、引き続き市町村教育委員

会及び県立学校等に対して指導します。[教育庁]〈131〉 
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(22) 犯罪被害者等である児童生徒が不登校になった場合における継続的支援の

促進 

    教育支援センターにおける指導・支援や関係機関と連携した対応を効果的

に行うことで、不登校の解決に向けた支援を行います。[教育庁]〈132〉 

 

(23) 相談及び情報提供のための教育委員会による取組の促進 

県青少年総合相談センターに教育相談員を配置し、犯罪被害者等である児

童生徒に対し、電話相談及び面接相談を実施します。また、必要に応じて、

少年サポートセンター等の地域の関係機関の情報を当該児童生徒等へ提供し

ます。[教育庁]〈133〉 

 

(24) 犯罪被害者等である児童生徒が問題を抱えるに至った場合における継続 

的支援の促進 

学校と関係機関の連携によるサポートチームの形成と支援の実施につい

て、市町村教育委員会及び県立学校等にも通知しており、適切な対応を促し

ます。[教育庁]〈134〉 

 

(25) 医療機関等と関係機関・団体等との連携協力の充実強化及び医療機関にお

ける情報提供等の充実 

ア 医療機関等と犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等との連携協力の充

実強化及び情報提供等の充実については、国の動向等を踏まえ対応します。

[保健福祉部]〈135〉 

イ 精神保健福祉センターや保健所の精神保健福祉相談において、専門知識

を有する者による面接相談や電話相談などにより、今後とも、相談者に対

して適切な対応や情報提供に努めます。[保健福祉部]〈136〉 

ウ 切れ目のない手厚い性犯罪等被害者支援を確立するため、産婦人科を中

心とする医療機関や女性相談所・児童相談所など、地域の関係機関が連携

した支援体制の整備を図ります。[県民生活部]〈137〉〈再掲：55、109、 

164〉 

 

(26) 「犯罪の被害にあわれたあなたへ」の内容の充実等 

ア 刑事手続の流れ、犯罪被害者等のための各種被害相談窓口などを記載し

た「犯罪の被害にあわれたあなたへ」の内容の充実に努め、県警ウェブサ

イトにも掲載して紹介します。[警察本部]〈138〉 

イ 外国人犯罪被害者等に対し、外国語版の「犯罪の被害にあわれたあなた

へ」の活用、関係機関との連携等による情報提供に努めます。[警察本部]

〈139〉〈再掲：100〉 

   

(27) 犯罪被害者等の保護・支援制度の周知 

損害賠償命令制度、その他犯罪被害者等の保護・支援のための制度の概要
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を紹介した「犯罪の被害にあわれたあなたへ」及び県警ウェブサイトについ

て、一層の内容の充実を図るとともに、周知に努めます。[警察本部]〈140〉

〈再掲：2〉 

 

(28) 刑事の手続等に関する情報提供の充実 

刑事に関する手続及び少年保護事件の手続並びに犯罪被害者等のための制

度等を分かりやすく解説した「犯罪の被害にあわれたあなたへ」等の内容を

充実し、事件発生後の早い段階で被害者等への配布に努めます。[警察本部]

〈141〉〈再掲：99〉 

 

(29) 性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大 

ア 警察の性犯罪被害相談電話「♯８１０３（ハートさん）」に関する広報、

性犯罪被害者に対する「犯罪の被害にあわれたあなたへ」の配布、県警ウ

ェブサイトの活用等により、性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大

に努めます。 

  また、事件化を望まない性犯罪被害者に対しても、民間の犯罪被害者支

援団体を紹介することにより、早期に犯罪被害者支援団体による支援を受

けやすくするように努めます。[警察本部]〈142〉 

イ 性犯罪・性暴力被害者がワンストップ支援センターに速やかにつながる

ことができるよう、相談窓口や全国共通短縮番号「＃８８９１（はやくワ

ンストップ）」の周知を図るほか、ＳＮＳの活用を含め、中学生・高校生

に対して、ワンストップ支援センターの広報啓発などに取り組みます。[県

民生活部]〈143〉〈再掲：54、160、180、188〉 

ウ 性犯罪被害者が、医療に関する情報を十分に得られ、適切な医療を選択

できるよう支援するため、医療機関に関する情報を集約し、県民に提供し

ます。[保健福祉部]〈144〉〈再掲：58〉 

 

(30) ＮＰＯ法人情報ポータルサイトによる情報取得の利便性確保 

岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センターのウェブサイトにＮＰＯ法人の

情報を掲載し、犯罪被害者等の援助を行う団体等の情報を提供します。[県民生

活部]〈145〉 

 

(31) 自助グループの紹介等 

民間の犯罪被害者支援団体が行う自助グループ支援活動について、犯罪被害者

等に配布する「犯罪の被害にあわれたあなたへ」や県警ウェブサイト等で紹介

します。[警察本部]〈146〉 

 

(32) 犯罪被害者等施策のウェブサイトの充実 

県ウェブサイトにおいて、犯罪被害者等の支援に関する施策や民間の犯罪被害 

者支援団体の活動紹介等、随時必要な情報の更新を行い、充実に努めます。[県
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民生活部]〈147〉 

 

(33) ウェブサイト以外の媒体を用いた情報提供 

「犯罪の被害にあわれたあなたへ」の確実な配布を行っていくほか、広報用

ポスター、リーフレット等による情報提供に努めます。また、広報誌や各種広報

媒体を活用して情報提供に努めます。 

また、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの存在や全国

共通短縮番号「＃８８９１（はやくワンストップ）」が周知されるよう、広報資

材の配布等を推進します。[県民生活部、警察本部]〈148〉 

 

(34) 海外における邦人の犯罪被害者等に対する支援 

海外で邦人が犯罪等による被害に遭った場合において、日本国内の遺族等や帰

国する被害者等に対し、適切な支援に努めます。[警察本部]〈149〉 

 

(35) 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する相談体制の充実及び理解の促進 

関係部局において、性犯罪被害者、犯罪被害に遭った児童及び障害者をはじめ、

被害が潜在化しやすい犯罪被害者等からの相談に適切に対応できるよう体制の

充実に努めるとともに、研修やシンポジウム等様々な機会を通じて、被害が潜在

化しやすい犯罪被害者等が置かれている状況等を広く周知し、その理解促進を図

り、社会全体で支える気運の醸成に努めます。 [県民生活部、保健福祉部、産業

労働部、土木部、教育庁、 警察本部]〈150〉〈再掲：179〉 

 

２ 調査研究の推進等（基本法第２１条関係） 

 

(1)  被害者支援に携わる職員等への研修の充実 

ア 各警察署の被害者支援係員や指定被害者支援員等に対する研修、公認心理師

・臨床心理士による専門研修、採用時及び上位の階級又は職に昇任した際に行

われる被害者等支援に関する研修等を実施します。[警察本部]〈151〉 

イ 犯罪被害者等の支援に関する情報提供を効果的に行うとともに、二次被害の

防止を図るため、窓口担当職員等を対象とした臨床心理士等の専門職による研

修会の実施に努めます。［県民生活部］〈152〉〈再掲：106、110〉 

 

(2)  被害少年等の継続的な支援を行う警察職員の技能修得 

      カウンセリングに関する専門研修の受講等により、少年補導職員や少年相談専

門職員、少年の被害者支援に従事する警察官の知識・技能の修得に努めます。[警

察本部]〈153〉 

 

(3)  学校における相談対応能力の向上等 

学校へのスクールカウンセラーの配置やスクールソーシャルワーカーの派

遣を行うなど、相談体制の充実に努めるとともに、学校内における学級担任、
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生徒指導担当教員、教育相談担当教員、保健主事、養護教諭、スクールカウ

ンセラー等の連携促進を図ってまいります。 

また、学校の教職員が犯罪被害者等である児童生徒等の相談等に的確な対

応ができるよう、スクールカウンセラー等を活用した校内研修会の開催など

を通じて、教職員の指導力向上等に努めるほか、県養護教諭研修会等におい

て、研修の充実を図り、県内の養護教諭の資質の向上に努めます。[教育庁]

〈154〉〈再掲：130〉 

 

(4)  虐待を受けた子どもの保護等に携わる者の研修の充実 

      児童相談所等の職員を対象とした専門研修の実施や市町村職員に対する研修

を実施し、資質向上に努めます。[保健福祉部]〈155〉 

 

(5)  コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援員の養成への支援 

      民間の犯罪被害者支援団体に対し、研修内容に関する助言や講師派遣等の協力

を行うとともに、犯罪被害者等が必要とする支援についての相談や情報提供、適

切な機関・団体への橋渡しなど、犯罪被害者等に対する支援全般を管理するコー

ディネーターとしての役割を果たす民間支援員の育成を支援するため、「おかや

ま被害者支援ネットワーク」等において、具体的事例を想定した実践的なシミュ

レーション訓練の実施に努めます。[警察本部]〈156〉〈再掲：117〉 

 

(6)  民間の団体の研修に対する支援 

      民間の犯罪被害者支援団体が行うボランティア等の養成・研修への講師の派遣 

に努めます。[警察本部]〈157〉〈再掲：158〉 

 

３ 民間の団体に対する援助（基本法第２２条関係） 

 

(1)  民間の団体への支援の充実 

ア 民間の犯罪被害者支援団体が行うボランティア等の養成・研修への講師の派

遣に努めます。[警察本部]〈158〉<再掲：157> 

イ 国が夜間休日に対応できるコールセンターを設置することを踏まえ、ワンス

トップ支援センターで緊急的な対応がとれるよう体制の整備に取り組みます。

また、関係機関と連携調整を図りながら、被害者ニーズに応じた支援を行うた

め、ワンストップ支援センターにおけるコーディネート機能の強化を図りま

す。[県民生活部]〈159〉〈再掲：53、111〉 

ウ 性犯罪・性暴力被害者がワンストップ支援センターに速やかにつながる

ことができるよう、相談窓口や全国共通短縮番号「＃８８９１（はやくワ

ンストップ）」の周知を図るほか、ＳＮＳの活用を含め、中学生・高校生

に対して、ワンストップ支援センターの広報啓発などに取り組みます。[県

民生活部]〈160〉〈再掲：54、143、180、188〉 
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(2)  民間の団体に関する広報等 

      「犯罪の被害にあわれたあなたへ」、県警ウェブサイト、ＳＮＳ等を活用し、

犯罪被害者等の置かれた状況、犯罪被害者支援の重要性、犯罪被害者等の支援を

行う団体の意義・活動等の広報に努めます。 

      また、ワンストップ支援センターの存在や全国共通短縮番号「＃８８９１（は

やくワンストップ）」が周知されるよう、ＳＮＳの活用も検討しながら、広報資

材の配布等を推進します。[県民生活部、警察本部]〈161〉 

 

(3)  特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）の適切な運用 

犯罪被害者等の援助を行う団体などを含む民間非営利団体からの法人格の取

得申請等に対しては、特定非営利活動促進法の適切な運用に努めるとともに、Ｎ

ＰＯ法人の情報については、岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センターのウ

ェブサイトに掲載し、犯罪被害者等の援助を行う団体の情報を提供するなど、そ

の活動の促進を図ります。[県民生活部]〈162〉 

 

(4)  民間の団体との連携・協力の強化 

ア 「おかやま被害者支援ネットワーク」の加盟機関・団体の協力を得て、民間

の犯罪被害者支援団体の連携の一層の強化、同団体に対する指導・助言による

支援の充実を図ります。[警察本部]〈163〉 

イ 切れ目のない手厚い性犯罪等被害者支援を確立するため、産婦人科を中

心とする医療機関や女性相談所・児童相談所など、地域の関係機関が連携

した支援体制の整備を図ります。[県民生活部]〈164〉〈再掲：55、109、 

137〉 

 

(5)  民間の団体に対する財政的援助の在り方の検討及び施策の実施 

      犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する財政的援助については、国の性

暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金の活用を含め検討します。[県民生活部]

〈165〉 

  第５ 県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組 

 

    犯罪被害者等が、犯罪等により受けた被害から立ち直り、再び地域において平穏

に過ごせるようになるためには、国及び地方公共団体による施策を十分に措置する

ことのみならず、地域の全ての人々の理解と配慮、そしてそれに基づく協力が重要

です。 

    基本法は、第２０条において、教育活動、広報活動等を通じた「国民の理解の増

進」に係る必要な施策を講ずることを求めています。 

本県においても、県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組を進めます。 
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１ 県民の理解の増進（基本法第２０条関係） 

 

(1)  学校における生命のかけがえのなさ等に関する教育の推進 

ア 「道徳教育実践研究事業」の指定校の研究推進に必要な支援を行うとともに、

その成果を研究発表会や研修会、ウェブサイト等で紹介するほか、県内の公立

幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校の教員を対象に開催している「心

豊かなおかやまっ子」育成研修会の中で取り上げ、広めていきます。[教育庁]

〈166〉 

イ 「心豊かなおかやまっ子」育成研修会において、生命の尊さや大切さについ

て自らの考えを深められる題材を掲載した「私たちの道徳」の効果的な活用に

ついて研究を深めます。また、県内の小・中学校を訪問する際、道徳教育の大

切さを指導する中で、「私たちの道徳」の積極的な活用を推進します。[教育

庁]〈167〉 

 

(2)  学校における体験活動を通じた命の大切さの学習についての調査研究の実施 

及びその成果の普及 

      体験活動を通じた命の大切さの学習についての調査研究に努めるとともに、そ

の成果を県内の学校に紹介するほか、「心豊かなおかやまっ子」育成研修会の中

で取り上げ、広めていきます。[教育庁]〈168〉 

 

(3)  学校における犯罪被害者等の人権問題も含めた人権教育の推進 

ア 「第３次岡山県人権教育推進プラン」に基づき、犯罪被害者等の人権問題の

理解を深める取組を推進します。[教育庁]〈169〉 

イ 教職員や市町村人権教育担当者等を対象とした各種研修会で、国において取

りまとめられた「人権教育の指導方法等の在り方について（第三次とりまと

め）」を説明し理解を促します。[教育庁]〈170〉 

 

(4)  学校における犯罪被害者等に関する学習の充実 

      「生徒指導対応ハンドブック」を公立小・中・高等学校へ配布しており、ハン

ドブックの活用と生徒指導の一層の充実を引き続き指導します。また、各学校に

おいて、非行防止教室を警察と連携して実施します。[教育庁]〈171〉 

 

(5)  子どもへの暴力防止のための取組 

      暴力、虐待、いじめ、セクシャル・ハラスメント、デートＤＶ、性感染症等の

防止に向けた子どもへのエンパワーメントの取組を支援します。[教育庁]〈172〉 

 

(6)  家庭における命の教育への支援の推進 

      研修会や会議などの機会に、命の大切さを実感させる意義などを記述した子育

てのヒント集の「家庭教育手帳」の活用を勧めます。また、時代の変化に対応し、

親や子どもが悩みを相談できる体制の充実を図ります。［教育庁］〈173〉 
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(7)  犯罪被害者等による講演会の実施 

犯罪被害者等の置かれた状況等について、広く県民の理解の増進を図るた

め、犯罪被害者等や犯罪被害者等の支援に精通した有識者を招き、講演会等

の啓発事業を実施します。[県民生活部]〈174〉〈再掲：190〉 

 

(8)  中学生・高校生を対象とした「心と命の教育活動」の実施 

         民間の犯罪被害者支援団体と連携し、中学生や高校生を対象とした犯罪被害者

等による講演「心と命の教育活動」の開催や、「「大切な命を守る」全国中学・

高校生作文コンクール」への応募の働きかけを通じて、犯罪被害者等への配慮・

協力への意識のかん養等に努めるほか、広く県民の参加を募った、犯罪被害者等

による講演会を開催し、「社会全体で被害者を支え、被害者も加害者も出さない

街づくり」に向けた気運の醸成に努めます。[警察本部]〈175〉 

 

(9)  次代を担う大学生に対する犯罪被害者支援に関する社会活動への参加促進 

      次代を担う大学生を対象とした、遺族講演会等を開催するとともに、大学生の

犯罪被害者支援に関する社会活動への参加を促進します。[警察本部]〈176〉 

 

(10) 「犯罪被害者週間」に合わせた集中的な啓発事業の実施 

「犯罪被害者週間（11月25日から12月１日まで）」に国や関係機関と連携を図

り、ポスターの掲示、パネルの展示等の啓発事業を集中的に行うとともに、県

警や民間団体と協力して、犯罪被害者等による講演会やシンポジウム等を開催

するなど普及啓発に努めます。[県民生活部]〈177〉 

 

(11) 県民に対する効果的な広報啓発の実施 

      「犯罪被害者支援ハンドブック」等により、関係機関等の連絡先、犯罪被害者

支援施策等について、広報に努めます。[県民生活部]〈178〉<再掲：187> 

 

(12) 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する相談体制の充実及び理解の促進 

      関係部局において、性犯罪被害者、犯罪被害に遭った児童及び障害者をはじめ、

被害が潜在化しやすい犯罪被害者等からの相談に適切に対応できるよう体制の

充実に努めるとともに、研修やシンポジウム等様々な機会を通じて、被害が潜在

化しやすい犯罪被害者等が置かれている状況等を広く周知し、その理解促進を図

り、社会全体で支える気運の醸成に努めます。[県民生活部、保健福祉部、産業

労働部、土木部、教育庁、警察本部]〈179〉〈再掲：150〉 

 

(13) 若年層に対する広報・啓発 

   性犯罪・性暴力被害者がワンストップ支援センターに速やかにつながるこ

とができるよう、相談窓口や全国共通短縮番号「＃８８９１（はやくワンス

トップ）」の周知を図るほか、ＳＮＳの活用を含め、中学生・高校生に対し

て、ワンストップ支援センターの広報啓発などに取り組みます。[県民生活部]
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〈180〉〈再掲：54、143、160、188〉 

 

(14) インターネット上の誹謗中傷等を行わないための啓発活動の強化 

   県のウェブサイトを通じ、インターネット上で誹謗中傷や差別を助長した

り人権を侵害したりするような情報の発信を行わないよう、一人ひとりがモ

ラルを守りインターネットを正しく利用するための啓発に努めます。[県民生

活部]〈181〉 

 

(15) 犯罪被害者等施策の関係する特定期間における広報・啓発事業の実施 

ア 11月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間を中心に、啓発ポスターの配

付・掲出、各種広報媒体を活用した啓発に努めます。[県民生活部]〈182〉 

イ 春・秋の交通安全県民運動の期間を中心に、各種の啓発事業が交通事故被害

者等の理解と協力も得ながら展開されるよう努めます。[県民生活部]〈183〉 

ウ 11月の児童虐待防止推進月間を中心に、啓発ポスターの配付・掲出、各種広

報媒体を活用した啓発に努めます。[保健福祉部]〈184〉 

 

(16) 様々な広報媒体を通じた犯罪被害者等施策に関する広報の実施 

ア 広報啓発用の冊子「警察による犯罪被害者支援」、県警ウェブサイト等の活

用により、警察が行う犯罪被害者支援の取組を紹介し、県民の理解増進に努め

ます。[警察本部]〈185〉 

イ スマートフォン等からのアクセスが可能な媒体をはじめとする各種広報媒

体を活用し、子どもや女性の犯罪被害の防止等に向けた情報提供に努めます。

[警察本部]〈186〉 

ウ 「犯罪被害者支援ハンドブック」等により、関係機関等の連絡先、犯罪被害

者支援施策等について、広報に努めます。[県民生活部]〈187〉<再掲：178> 

エ 性犯罪・性暴力被害者がワンストップ支援センターに速やかにつながる

ことができるよう、相談窓口や全国共通短縮番号「＃８８９１（はやくワ

ンストップ）」の周知を図るほか、ＳＮＳの活用を含め、中学生・高校生

に対して、ワンストップ支援センターの広報啓発などに取り組みます。[県

民生活部]〈188〉〈再掲：54、143、160、180〉 

 

(17) 警察と民間団体の連携による様々な広報媒体を通じた犯罪被害者等施策に関

する広報の実施 

      民間の犯罪被害者支援団体と連携し、ポスター、リーフレット、インターネッ

ト等の媒体の活用や講演会の開催等により、犯罪被害者等が置かれている状況や

犯罪被害者支援に関する広報を推進します。[警察本部]〈189〉 

 

(18) 犯罪被害者等の置かれた状況等について県民の理解の増進を図るための啓

発事業の実施 

ア 犯罪被害者等の置かれた状況等について、広く県民の理解の増進を図る
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ため、犯罪被害者等や犯罪被害者等の支援に精通した有識者を招き、講演

会等の啓発事業を実施します。[県民生活部]〈190〉〈再掲：174〉 

イ 「第５次岡山県人権政策推進指針」に基づき、犯罪被害者等の人権問題

への理解が深まるよう、関係機関と連携しながら啓発に取り組むとともに、

犯罪被害者等の支援など、民間団体等が行う啓発事業に対して、支援を行

います。[県民生活部]〈191〉 

 

(19) 犯罪被害者等に関する個人情報の保護 

被害者の実名発表、匿名発表については、犯罪被害者のプライバシーの保

護、実名発表することの公益性等の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的

な案件ごとに適切な報道発表内容となるよう配慮します。[警察本部]〈192〉

〈再掲：70〉 

 

(20) 犯罪被害者等に関する個人情報の保護に配慮した地域における犯罪発生状

況等の情報提供の実施 

県民に身近な犯罪の発生状況及び未然防止対策等について、警察ウェブサ

イトに掲載するなど、地域住民が積極的に防犯対策を講ずるために必要な情

報提供に努めます。また、これらの犯罪発生情報等を提供するに当たっては、

犯罪被害者等の個人情報の保護に十分配慮します。[警察本部]〈193〉 

 

(21) 交通事故被害者等の声を反映した県民の理解増進 

      各種講習会等において、交通事故被害者等による講演を取り入れるなどして、

交通事故の悲惨さなどに関する県民の理解増進に努めます。[警察本部]〈194〉 

 

(22) 交通事故被害者等の声を反映した運転者に対する理解増進 

交通事故被害者や遺族の体験等を内容とするビデオや手記等を、運転者に

対する各種講習会等において活用します。[警察本部]〈195〉 

 

(23) 悲惨な交通事故の実態について理解増進を図るデータの公表 

県警ウェブサイト等により、交通事故発生状況等のデータを公表し、交通

事故の実態やその悲惨さに関して、県民の理解増進に努めます。[警察本部]

〈196〉 
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犯罪被害者等基本法 

 

安全で安心して暮らせる社会を実現することは、国民すべての願いであるとともに、国

の重要な責務であり、我が国においては、犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が重ね

られてきた。 

しかしながら、近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等

の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受け

られず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的

な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。  

もとより、犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは、加害者である。しかし

ながら、犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々も

また、犯罪被害者等の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが犯罪被害者等となる

可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の

保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。 

ここに、犯罪被害者等のための施策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国、地

方公共団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等のための

施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

   第１章 総則 

 （目的）  

第１条 この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地

方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本

となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推

進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。 

 （定義）  

第２条 この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及

ぼす行為をいう。 

２ この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又

は遺族をいう。 

３ この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた

被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪

被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにする

ための施策をいう。 

 （基本理念）  

第３条 すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を

保障される権利を有する。 

２ 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状

況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。 

３ 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生

活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けるこ
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とができるよう、講ぜられるものとする。 

 （国の責務）  

第４条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、犯罪

被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 （地方公共団体の責務）  

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適

切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び

実施する責務を有する。 

 （国民の責務）  

第６条 国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮す

るとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう

努めなければならない。 

 （連携協力）  

第７条 国、地方公共団体、日本司法支援センター（総合法律支援法（平成16年法律第74

号）第13条に規定する日本司法支援センターをいう。）その他の関係機関、犯罪被害者

等の援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に

実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 

 （犯罪被害者等基本計画）  

第８条 政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪

被害者等のための施策に関する基本的な計画（以下「犯罪被害者等基本計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 犯罪被害者等基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、犯罪被害者等基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならな

い。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、犯罪被害

者等基本計画を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、犯罪被害者等基本計画の変更について準用する。 

 （法制上の措置等）  

第９条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他

の措置を講じなければならない。 

 （年次報告）  

第10条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告

を提出しなければならない。 

 

   第２章 基本的施策 

 （相談及び情報の提供等）  

第11条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むこと
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ができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、

必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等

必要な施策を講ずるものとする。 

 （損害賠償の請求についての援助等）  

第12条 国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑

な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償

の請求についてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の

拡充等必要な施策を講ずるものとする。 

 （給付金の支給に係る制度の充実等）  

第13条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図

るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるも

のとする。 

 （保健医療サービス及び福祉サービスの提供）  

第14条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受

けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サ

ービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

 （安全の確保）  

第15条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを

防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指

導、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合にお

ける特別の措置、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講

ずるものとする。 

 （居住の安定）  

第16条 国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった

犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅（公営住宅法（昭和26年法律第193号）

第２条第２号に規定する公営住宅をいう。）への入居における特別の配慮等必要な施策

を講ずるものとする。 

 （雇用の安定）  

第17条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が

置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。 

 （刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等）  

第18条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切

に関与することができるようにするため、刑事に関する手続の進捗(ちょく)状況等に関

する情報の提供、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等必要

な施策を講ずるものとする。 

 （保護、捜査、公判等の過程における配慮等）  

第19条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又

は公判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮

がなされ、犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置

かれている環境等に関する理解を深めるための訓練及び啓発、専門的知識又は技能を有
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する職員の配置、必要な施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。 

 （国民の理解の増進）  

第20条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれ

ている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理

解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。 

 （調査研究の推進等）  

第21条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行

うことができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に

受ける影響及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究

の推進並びに国の内外の情報の収集、整理及び活用、犯罪被害者等の支援に係る人材の

養成及び資質の向上等必要な施策を講ずるものとする。 

 （民間の団体に対する援助）  

第22条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対して行われる各般の支援において犯罪

被害者等の援助を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を

図るため、財政上及び税制上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。 

 （意見の反映及び透明性の確保）  

第23条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等のための施策の適正な策定及び実施に資す

るため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保す

るための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。 

 

   第３章 犯罪被害者等施策推進会議 

 （設置及び所掌事務）  

第24条 内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議（以下「会議」という。）

を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 犯罪被害者等基本計画の案を作成すること。 

 (2) 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審

  議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況

  を検証し、評価し、及び監視し、並びに当該施策の在り方に関し関係行政機関に意見

  を述べること。 

 （組織）  

第25条 会議は、会長及び委員10人以内をもって組織する。 

 （会長）  

第26条 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。  

 （委員）  

第27条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 国家公安委員会委員長 

(2) 国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 
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(3) 犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任

命する者 

２ 前項第３号の委員は、非常勤とする。 

 （委員の任期）  

第28条 前条第１項第３号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第３号の委員は、再任されることができる。 

 （資料提出の要求等）  

第29条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定

する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

 （政令への委任）  

第30条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定

める。 

 

   附 則（抄） 

 （施行期日）  

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。 

  〔※平成17年政令第67号により平成17年４月１日から施行〕 

 

    附 則（平成26年6月25日法律第79号）抄 

 （施行期日等）  

第１条 この法律は、公布の日から起算して２０日を経過した日から施行する。 

２（略） 

 

附 則（平成27年9月11日法律第66号）抄 

 （施行期日）  

第１条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 １ 附則第７条の規定 公布の日 

 （政令への委任） 

第７条 附則第２条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置は、政令で定める。 
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岡山県犯罪被害者等支援条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに県、県民、事

業者及び民間支援団体の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本とな

る事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進し、もって

犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

 よる。 

 (1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

 (2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。 

 (3) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。 

 （基本理念） 

第３条 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保

障される権利を有する。  

２ 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その

他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。  

３ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営

むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができ

るよう、講ぜられるものとする。 

 （県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、犯罪

被害者等の支援に関し、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえて、施策を総合的に

策定し、及び実施する責務を有する。 

 （県民の責務） 

第５条 県民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害すること

のないよう十分配慮するとともに、県等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努め

なければならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害

者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、犯罪被

害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害

者等の支援に努めるものとする。 

 （民間支援団体の責務） 

第７条 民間支援団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する専門的な知

識及び経験を活用し、犯罪被害者等を支援するとともに、県等が行う犯罪被害者等の支

援に協力するよう努めるものとする。 
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 （犯罪被害者等の支援に関する指針） 

第８条 県は、犯罪被害者等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、犯罪被害

者等の支援に関する指針（以下この条において「指針」という。）を定めるものとする。 

２ 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 (1) 犯罪被害者等の支援に関する基本方針 

 (2)  犯罪被害者等の支援に関する具体的施策 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、犯罪被害者等の支援に関する施策を推進するために必 

   要な事項 

３ 県は、指針を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。  

 （相談、情報の提供等）  

第９条 県は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにす

るため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提

供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講

ずるものとする。 

 （保健医療サービス及び福祉サービスの提供）  

第10条 県は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復

できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サ

ービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。  

 （安全の確保） 

第11条 県は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全

を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等

がその被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合における特別の措置、

犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。 

 （居住の安定等） 

第12条 県は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居

住の安定を図り、又は犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止する

ため、犯罪被害者等に対する一時的な利用のための住居の提供等必要な施策を講ずるも

のとする。 

  (雇用の安定) 

第13条 県は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況

について事業者の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。 

 （県民等の理解の増進） 

第14条 県は、社会全体として犯罪被害者等の支援が推進されるよう、教育活動、広報活

動、啓発活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は

生活の平穏への配慮の重要性等について県民及び事業者の関心及び理解を深めるために

必要な施策を講ずるものとする。 

 （人材の育成） 

第15条 県は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、相談、助言、日常生活の支援その

他の犯罪被害者等の支援を担う人材を育成するための研修等必要な施策を講ずるものと

する。 
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 （民間支援団体等に対する支援） 

第16条 県は、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する団体及びそれらの団

体を組織しようとする者が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進することができ

るよう、情報の提供、助言等必要な施策を講ずるものとする。 

 

   附 則 

 この条例は、平成23年４月１日から施行する。 
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